
 

48 

≪参考≫  

 

１ 大都市制度改革の経緯と横浜市の取組 

  

明治 22（1889）年 

大正 11（1922）年 

 

昭和２（1927）年 

昭和 14（1939）年 

昭和 22（1947）年 

昭和 31（1956）年 

 

昭和 48（1973）年 

昭和 63（1988）年 

 

平成３（1991）年 

平成 21（2009）年 

 

 

平成 22（2010）年 

 

 

 

平成 23（2011）年 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24（2012）年 

 

 

 

平成 25（2013）年 

 

 

 

４月 

３月 

 

10月 

４月 

５月 

６月 

９月 

12月 

11月 

 

５月 

１月 

２月 

 

５月 

 

 

 

２月 

 

 

８月 

 

 

12月 

 

３月 

５月 

 

６月 

３月 

４月 

 

６月 

横浜市市制施行 

六大都市行政監督ニ関スル法律公布（東京、横浜、名古屋、京都、大

阪、神戸の６市において、一部事務で府県知事の許認可が不要に） 

横浜市区制施行 

横浜市第６次市域拡張でほぼ現在の市域に 

地方自治法施行（特別市制度創設） 

地方自治法改正（特別市制度廃止・指定都市制度創設） 

横浜、名古屋、京都、大阪、神戸市が指定都市に移行 

「横浜市総合計画 1985」で大都市行財政制度の確立を明記 

横浜市が主導し、指定都市 11市で、「市民の暮らしから明日の都市を

考える懇談会（明日都市懇）」発足 

明日都市懇報告書（憲章都市制度など） 

横浜市大都市制度検討委員会「新たな大都市制度の創設」発表  

横浜・大阪・名古屋３市による大都市制度構想研究会「日本をけん引

する大都市－『都市州』創設による構造改革構想」発表 

横浜市会「大都市行財政制度特別委員会報告書」（調査研究テーマ「新

たな大都市制度の創設について」）公表 

横浜市「新たな大都市制度創設の基本的考え方《基本的方向性》」策

定 

指定都市市長会「特別自治市構想」発表 

横浜市会「大都市行財政制度特別委員会報告書」（調査研究テーマ「水

平的、対等な連携協力の可能性について」）公表 

第 30次地方制度調査会設置（我が国の社会経済、地域社会などの変

容に対応した大都市制度のあり方等が諮問事項に。横浜市長が臨時委

員に就任） 

横浜市会「新たな大都市制度である『特別自治市』創設に関する決議」 

８市連携市長会議設置 

横浜市大都市自治研究会第１次提言発表 

横浜市会「大都市行財政制度特別委員会報告書」（調査研究テーマ「新

たな大都市制度における都市内分権について」）公表 

横浜市「横浜特別自治市大綱素案（骨子）」策定 

横浜市「横浜特別自治市大綱」策定 

指定都市７市による大都市制度共同研究会「『特別自治市』の早期実

現に向けて」発表 

第 30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サ



 

49 

 

 

 

 

平成 26（2014）年 

 

 

 

 

平成 27（2015）年 

 

平成 28（2016）年 

 

 

平成 29（2017）年 

 

 

平成 30（2018）年 

 

 

 

 

平成 31（2019）年 

令和２（2020）年 

 

 

 

令和３（2021）年 

 

 

令和４（2022）年 

 

 

 

 

 

 

10月 

 

５月 

 

 

 

 

６月 

 

４月 

10月 

 

４月 

 

５月 

３月 

 

４月 

 

６月 

４月 

11月 

 

12月 

 

３月 

６月 

11月 

２月 

３月 

５月 

７月 

 

 

 

11月 

ービス提供体制に関する答申」 

横浜市大都市自治研究会（第２次）設置（横浜市にふさわしい地方自

治制度のあり方について諮問） 

地方自治法の一部を改正する法律成立（区役所事務分掌条例、総合区

制度、指定都市都道府県調整会議の設置） 

第４次地方分権一括法成立（県費負担教職員の給与負担・定数や学級

編制基準の決定、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計

画区域マスタープラン）に関する都市計画の決定等の移譲） 

横浜市「『特別自治市』制度における区のあり方（基本的方向性）」発

表 

横浜市区役所事務分掌条例施行、横浜市神奈川県調整会議設置 

横浜市大都市自治研究会（第２次）「第２次 横浜市大都市自治研究会

答申」 

第７次地方分権一括法成立（幼保連携型認定こども園以外の認定こど

も園の認定等の移譲） 

大阪市において、「大阪都構想」の実現に向けた住民投票実施 

横浜市大都市自治研究会（第３次）設置（特別自治市の制度設計のあ

り方について諮問） 

県費負担教職員の給与負担事務移譲に伴う税源移譲（道府県から指定

都市へ個人住民税所得割の標準税率２％が移譲） 

改正災害救助法成立 

改正災害救助法に基づき、横浜市が救助実施市に指定 

大阪市において、「大阪都構想」の実現に向けた２度目の住民投票実

施 

横浜市大都市自治研究会（第３次）「第３次 横浜市大都市自治研究会

答申」 

横浜市「横浜特別自治市大綱」改訂 

横浜市会「特別自治市制度の早期実現を求める意見書」 

指定都市市長会「多様な大都市制度実現プロジェクト」最終報告書 

横浜市会「『特別自治市』の早期実現に関する決議」 

神奈川県「特別自治市構想に対する神奈川県の見解について」発表 

「第 44回 県・横浜・川崎・相模原四首長懇談会」開催 

「第 54回指定都市市長会議」開催（「特別自治市」の通称として「特

別市」を使用することが決定） 

横浜市・川崎市・相模原市「住民目線から見た『特別市』の法制化の

必要性 ～神奈川から実現する新しい自治のかたち～」発表 

横浜市会「特別市の法制化に関する要望書」 



 

50 

２ 横浜市会の取組 

 

 (1) 「新たな大都市制度である『特別自治市』創設に関する決議」（平成 23年 12月） 

 

 

新たな大都市制度である「特別自治市」創設に関する決議 

 

 

横浜市は 1859 年の開港以来、国際都市として日本の近代化を牽引するとともに、貿易立国日本の物

流や生産の拠点として日本経済の発展を支え、現在 369 万人の人口を擁する日本有数の大都市として、

港湾、道路、地下鉄、上下水道などの都市インフラの整備を行い、基礎自治体の機能のほかに圏域の中

枢都市として広域的な機能もあわせ持っている。 

我が国は東日本大震災の影響から一刻も早く立ち上がらなければならない状況にあり、加えて、経済

活性化、環境問題やグローバル化への対応などの課題にスピード感を持って果敢に挑戦するために、本

市のような大都市がダイナミックな経済活動を生み出す役割を果たすことが求められている。 

大都市がさらにその能力を十分に発揮できるよう新たな大都市制度を創設することは、横浜市のよう

な大都市のためだけではなく、日本という国のあり方を示すことにつながるものである。 

しかし、現在の指定都市制度では、日本の成長を牽引する都市力を有する横浜市のような大都市であ

っても基本的には一般市と同じ枠組みの中で一部特例的な扱いをされているにすぎず、指定都市は府県

にかわって多くの事務を行っているにもかかわらず、それに対して必要な財源も措置されていない。さ

らに、大都市は、市民・地域ニーズに的確に対応する行政サービスのきめ細やかな提供や、市民参加、

協働による市政運営の推進が課題となっている。 

このような問題を解消し、また、多様な行政ニーズに対応しながら大都市が総合的、自立的に行政運

営を行い、さまざまな行政課題を迅速に、効率的に解決することができるよう地方分権を進めていくこ

とが、横浜市が目指す新たな大都市制度の目的である。 

よって、横浜市議会は、大都市の規模や歴史、都市圏域での役割を踏まえた新たな大都市制度である

「特別自治市」の創設を強く要望する。 

以上、決議する。 

 

  平成２３年１２月１６日 

 

 

横浜市議会   
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 (2) 「特別自治市制度の早期実現を求める意見書」（令和３年６月） 

 

  
特別自治市制度の早期実現を求める意見書 

 
現行の指定都市制度は、65 年前に暫定的に導入されたものであり、人口減少や少子・高齢化、社会

資本の老朽化など課題や圏域全体の活性化・発展の牽引役として指定都市が求められる役割に十分に

対応できる制度になっていない。 

指定都市は、その規模や歴史・文化をはじめ、国や広域自治体との関係性、地域で果たす役割な

ど、それぞれが異なる特性を持っており、各指定都市においても、その地域にふさわしい多様な大都

市制度の実現を目指した取組を行っている。 

平成 24 年には、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が施行され、二度の住民投票が

実施された一方で、従来から横浜市が提案している「特別自治市」制度については、法制度化がなさ

れておらず、地域の実情に応じた大都市制度とはなっていない。 

大都市制度についての検討がなされた第 30 次地方制度調査会においては、「特別市（仮称）」の検討

には意義があるとされた一方で、さらに検討すべき課題が存在するとし、引き続き検討を進めていく

必要があるとされた。 

このような中で、横浜市は、令和３年３月に「横浜特別自治市大綱」（平成 25年３月策定）を改訂

し、第 30 次地方制度調査会答申で示された「さらに検討すべき課題」に対する考え方を示したところ

である。 

特別自治市は、市民サービスの向上はもとより、圏域の発展や日本の国際競争力を強化するととも

に、その効果を国内に広げ持続可能な地域社会の実現を図るものである。 

大都市を取り巻く様々な課題解決を新たな飛躍のチャンスと捉え、将来を見据え、日本全体の成長

力を高め、経済を活性化していくために、大都市が持つ力を最大限発揮できる特別自治市制度の早期

実現に取り組むべきである。 

よって、国におかれては、第 30次地方制度調査会から示された課題に対する横浜市の考えも踏ま

え、地域の実情に応じた多様な大都市制度を選択できるよう、速やかに特別自治市の制度化に向けた

議論を加速化させることを強く要望する。 

これに横浜市会は、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

 

 

  令和３年６月４日 

 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内 閣 総 理 大 臣 

内 閣 官 房 長 官 

総 務 大 臣 

内閣府特命担当大臣（少子化対策、地方創生） 

 

横 浜 市 会 議 長 

清 水 富 雄 

 

宛て 
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 (3) 「『特別自治市』の早期実現に関する決議」（令和４年２月） 

 

  

「特別自治市」の早期実現に関する決議 
 

現行の指定都市制度は、暫定的な制度として創設されてから 65年が経過し、道府県との二重行政や

不十分な税制上の措置など、大きな課題を抱えており、大都市がその潜在能力を十分に発揮できるよ

うな制度的な位置づけがなされていない。 

377 万市民を擁する大都市横浜が、持続可能な都市運営を進め、日本経済の成長を牽引していくた

めには、大都市制度の抜本的な改革が必要である。 

本市では、平成 25 年３月に、市会における議論を経て、新たな大都市制度である特別自治市の基本

的考え方を取りまとめた「横浜特別自治市大綱」を策定した。令和３年３月には、「横浜特別自治市大

綱」を８年ぶりに改訂し、特別自治市実現のための立法化や具体的なプロセスを明確にするととも

に、第 30 次地方制度調査会で指摘された特別自治市について検討すべき課題について、本市の考え方

を提示した。 

さらに、令和３年 11月 10日に、本市をはじめ 16市の指定都市市長が参加する指定都市市長会「多

様な大都市制度実現プロジェクト」が特別市制度の法制化案や実現に向けての機運醸成などを盛り込

んだ最終報告書をまとめた。 

また、全国市議会議長会指定都市協議会においても、令和３年 11月 10日に「多様な大都市制度の

早期実現」について国等に要望を行っている。 

一方、神奈川県においては、特別自治市制度の課題も含め県と指定都市のあり方や広域自治体の役

割について検討するため、令和３年６月に有識者で構成される「特別自治市構想等大都市制度に関す

る研究会」が設置され、同年 11月 26日に県知事に方向書が手交された。 

これまでも横浜市会では、平成 23年 12月 16日に、特別自治市創設を強く要望する新たな大都市制

度である「特別自治市」創設に関する決議を議決するとともに、令和３年６月４日には、地域の実情

に応じた多様な大都市制度を選択できるように要望する「特別自治市の早期実現を求める意見書」を

議決し、衆参両議院議長や総理大臣等に提出している。 

よって、横浜市会は、本市を取り巻く各方面において大都市制度改革の議論が盛んになっている

今、改めて、国等において、速やかに特別自治市の制度化に向けた議論を始めるなど特別自治市の早

期実現に向けた取組を加速化させることを強く要望する。 

以上、決議する。 

 

 

  令和４年２月 18日 

 

横浜市会     
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 (4) 「特別市の法制化に関する要望書」 （令和４年 11月） 

 

 

 

 

  

特別市の法制化に関する要望書 
 

横浜市会は、昭和 22年５月の地方自治法施行に伴い、特別市制が法律に規定されたことを受

け、特別市制促進実行委員会を設置して以来、半世紀以上に渡り、地方制度の調査とその改善促

進を目指すとともに、大都市横浜にふさわしい新たな大都市制度の早期実現と、その実態に対応

する税財政制度の確立に向けて議論を積み重ねてきました。 

平成 23 年 12月には、第 30次地方制度調査会において大都市制度のあり方について審議が進め

られていくこと等を踏まえ、国における制度改革を働きかけるために、特別市の創設を強く要望

する「新たな大都市制度である「特別自治市」創設に関する決議」を議決し、議決機関の立場と

して横浜市会の意思を明確に示しました。 

平成 28 年８月には「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が成立し、地域の実情に

応じた大都市制度の特例として道府県に特別区を設置することが可能になった一方、特別市につ

いては法制化に至っておらず、横浜市をはじめとする大都市が地域の実情に応じた多様な大都市

制度を選択できない不均衡な状況が今日まで継続しています。 

この間も横浜市会は、令和３年６月に「特別自治市制度の早期実現を求める意見書」を議決

し、衆参両議院議長や内閣総理大臣等に提出しているほか、令和４年２月には、横浜市を取り巻

く各方面において大都市制度改革の議論が盛んになっている時期を捉え、改めて、国等におい

て、速やかに特別市の制度化に向けた議論を始めるなど、特別市の早期実現に向けた取組を加速

化させることを強く要望する「「特別自治市」の早期実現に関する決議」を議決したところです。 

特別市を取り巻く様々な課題解決を新たな飛躍のチャンスと捉え、将来を見据え、日本全体の

成長力を高め、経済を活性化していくために、大都市が持つ力を最大限発揮できる特別市の早期

実現に取り組むべきです。 

特別市の実現に向けては、国会において立法化されることが必要です。ついては、特別市の法

制化に関し、次の事項の実現を強く要望します。 

 

 

 令和４年 11月９日 

 

内 閣 総 理 大 臣   岸 田 文 雄 様 

総 務 大 臣   寺 田  稔 様 

内 閣 官 房 長 官   松 野 博 一 様 

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣   岡 田 直 樹 様 

（沖縄及び北方対策、地方創生、規制改革、クールジャパン戦略、アイヌ施策） 

衆 議 院 議 長   細 田 博 之 様 

参 議 院 議 長   尾 辻 秀 久 様 

衆 議 院 総 務 委 員 長   浮 島 智 子 様 

参 議 院 総 務 委 員 長   河 野 義 博 様 

 

横浜市会議長           

清 水 富 雄      
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特別市の法制化に関する要望 

 

 

1 特別市の法制化の早期実現 

現行の指定都市制度は、暫定的な制度として創設されてから 65年余りが経過し、道府県と

の二重行政や不十分な税制上の措置など、多くの課題を抱えており、大都市がその能力を十

分に発揮できる制度的な位置づけがなされていない。 

377 万市民を擁する大都市横浜が、今後も持続可能な行政運営を行い、日本経済の成長を

牽引していくためには、大都市制度の抜本的な改革が必要である。 

指定都市が地域の実情に応じた大都市制度を選択できるようにするため、「大都市地域にお

ける特別区の設置に関する法律」に基づく特別区設置以外の新たな選択肢として特別市の法

制化を早期に実現すること。 

 

 

2 内閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会における大都市制度改革議論の推進 

大都市制度改革について検討がなされた第 30次地方制度調査会の答申において、「特別市

（仮称）」は、「「二重行政」が完全に解消され、今後の大都市地域における高齢化や社会資本

の老朽化に備えた効率的・効果的な行政体制の整備に資する点で大きな意義を有する。ま

た、大規模な都市が日本全体の経済発展を支えるため、一元的な行政権限を獲得し、政策選

択の自由度が高まるという点にも意義がある」とされた。一方で、さらに検討すべき課題が

存在するとし、引き続き検討を進めていく必要があるとされた。 

これを受け、横浜市は、令和３年３月に「横浜特別自治市大綱」を改訂し、第 30次地方制

度調査会答申で示された「さらに検討すべき課題」に対する考え方を提示している。 

しかし、第 30次地方制度調査会以降、地方制度調査会において大都市制度改革の実質的な

議論がされてない状況である。 

特別市の「さらに検討すべき課題」に対する横浜市の考え方も踏まえ、特別市の法制化に

向けて、速やかに地方制度調査会における大都市制度改革の議論を進めること。 
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３ 大都市制度に関する国の動向 

(1) 大都市地域における特別区の設置に関する法律の制定 

平成 24（2012）年８月 29 日、大都市地域における特別区の設置に関する法律が成立した。この

法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と

道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定

めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的としている。 

この法律により、人口 200万人以上の指定都市又は一の指定都市及び当該指定都市に隣接する同

一道府県の区域内の一以上の市町村であって、その総人口が 200万人以上のもの（関係市町村）に

ついて、特別区の設置が可能となった。 

 

＜特別区設置手続の概要＞ 

  ア 特別区設置協議会の設置 

特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係市町村を含む道府県（関係道府県）は、

特別区の区域、特別区と道府県の事務分担、税源配分及び財政調整等について、特別区設置協定

書の作成その他特別区の設置に関する協議を行う特別区設置協議会を置く。 

特別区設置協議会の会長及び委員は、関係市町村若しくは関係道府県の議会の議員若しくは長

その他の職員又は学識経験を有する者の中から選任する。 

イ 特別区設置協定書の作成 

特別区設置協定書に、特別区と道府県の事務の分担、税源の配分及び財政の調整に関する事項

のうち、政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載しようとするときは、

あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 

関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協定書をそれぞれの議会に付議して、そ

の承認を求めなければならない。 

  ウ 関係市町村における選挙人の投票 

特別区の設置については、関係市町村の選挙人の投票に付し、有効投票総数の過半数の賛成が

あったときは、関係市町村及び都道府県が共同して、総務大臣に対して申請することができる。  

総務大臣は申請に基づき、特別区の設置を定めることができる。 

 

(2) 第 30 次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する 

答申」（平成 25（2013）年６月） 

第 30次地方制度調査会は、「議会のあり方を始めとする住民自治のあり方」、「大都市制度のあり

方」、「基礎自治体の担うべき役割や行政体制のあり方」を諮問事項として、平成 23（2011）年８月

に設置された。 

大都市のあり方については平成 24（2012）年２月から 12 月まで 21 回の専門小委員会が開催さ

れ、同年 12月 20日に「大都市制度についての専門小委員会中間報告」が公表され、平成 25（2013）

年６月に最終的な答申が行われた。 

答申では、大都市を含めた基礎自治体をめぐる現状と課題、現行の大都市等に係る制度（指定都

市制度、中核市・特例市制度、都区制度）の見直し、新たな大都市制度（特別区制度の他地域への

適用、特別市（仮称）、三大都市圏域の調整）等についてまとめられている。 
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＜大都市制度改革についての答申（概要）＞（太字横浜市） 

第１ 大都市を含めた基礎自治体をめぐる現状と課題 

○ 三大都市圏は、これまで地方圏に比べて高齢化の進行が緩やかであったが、団塊の世代を中

心に今後急速に高齢化が進行していく。これまで地方圏が高齢化の進行に応じて徐々に対応し

てきた行政課題について、三大都市圏においては今後極めて短期間のうちに対策を講じること

が必要である。 

〇 三大都市圏においては、人々を支えるコミュニティの機能が低下し、人とひととのつながり

が希薄化している。暮らしを支える対人サービスの重要性が高まる中で、住民の視点から公共

サービスを考えていくためにも、住民自治を拡充していくことが重要である。 

○ また、高度経済成長期に整備した社会資本が一斉に更新時期にきており、これまでと同様の

社会資本を維持し続けるのかどうかなど、社会資本整備のあり方の見直しも問われている。 

 ○ 三大都市圏や地方中枢拠点都市を核とする圏域の課題に対しては、規制等に係る個別法の見

直しや、重点的な社会資本整備など様々な対策を国として戦略的に実施することが必要である。

これと並んで、大都市等に関する地方自治制度のあり方を議論することが必要な時期が到来し

ている。 

第２ 現行の大都市等に係る制度の見直し 

１ 指定都市制度 

○ 指定都市と都道府県との「二重行政」の解消を図るためには、まず、法定事務を中心に、都

道府県が指定都市の存する区域において処理している事務全般について検討し、指定都市が処

理できるものについては、できるだけ指定都市に移譲することによって、同種の事務を処理す

る主体を極力一元化することが必要である。 

○ 事務の移譲により指定都市に新たに生じる財政負担については、適切な財政措置を講じる必

要があり、県費負担教職員の給与負担等まとまった財政負担が生じる場合には、税源の配分（住

民税所得割や住民税法人税割のような道府県税と市町村税において課税標準が共通する税目

に係る税源移譲や地方消費税交付金等の税交付金など）も含めて財政措置のあり方を検討すべ

きである。その際には、一律の税源配分の見直しのみによって個々の指定都市に新たに生じる

財政負担を適切に措置することは困難であり、地方交付税による財源保障及び財源調整と適切

に組み合わせることが不可欠である。 

○ 「二重行政」を解消するためには、このような事務の移譲及び税財源の配分に加え、指定都

市と都道府県が公式に政策を調整する場を設置することが必要である。このため、任意事務を

中心に指定都市と都道府県が同種の事務を処理する場合等に適切に連絡調整を行う協議会を

設置し、協議を行うことを制度化し、公の施設の適正配置や効率的・効果的な事務処理を図る

こととすべきである。 

○ 指定都市、とりわけ人口が非常に多い指定都市において、住民に身近な行政サービスについ

て住民により近い単位で提供する「都市内分権」により住民自治を強化するため、区の役割を

拡充することとすべきである。 

○ 区の役割を拡充する方法としては、まず、条例で、市の事務の一部を区が専ら所管する事務

と定めることができることとすべきである。また、区長が市長から独立した人事や予算等の権

限、例えば、区の職員の任命権、歳入歳出予算のうち専ら区に関わるものに係る市長への提案

権、市長が管理する財産のうち専ら区に関わるものの管理権などを持つこととすることを検討

すべきである。 

〇 区長に独自の権限を持たせる場合には、現在は一般の職員のうちから命ずることとされてい
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る区の事務所の長（区長）について、副市長並みに、市長が議会の同意を得て選任する任期４

年の特別職とし、任期中の解職や再任も可能とすることを選択できるようにすべきである。ま

た、区長を公選とすべきかどうかについても引き続き検討する必要がある。さらに、区単位の

行政運営を強化する方法として、区地域協議会や地域自治区等の仕組みをこれまで以上に活用

すべきである。 

○ 条例で、区に教育委員会や区単位の市教育委員会の事務局を置くことを可能にすることとす

べきである。 

○ 区単位の議会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議会議員を構成員とし、一又は複

数の区を単位とする常任委員会を置き、区長の権限に関する事務の調査や区に係る議案、請願

等の審査を行うこととすべきである。 

第３ 新たな大都市制度 

２ 特別市（仮称） 

○ 特別市（仮称）は、全ての都道府県、市町村の事務を処理することから、その区域内におい

てはいわゆる「二重行政」が完全に解消され、今後の大都市地域における高齢化や社会資本の

老朽化に備えた効率的・効果的な行政体制の整備に資する点で大きな意義を有する。 

○ また、大規模な都市が日本全体の経済発展を支えるため、一元的な行政権限を獲得し、政策

選択の自由度が高まるという点にも意義がある。 

○ 一層制の大都市制度である特別市（仮称）について、法人格を有し、公選の長、議会を備え

た区を設置して実質的に二層制とすることが必要とまでは言い切れないが、現行の指定都市の

区と同様のものを設置することでは不十分であり、少なくとも、過去の特別市制度に公選の区

長が存在していたように、何らかの住民代表機能を持つ区が必要である。 

○ 特別市（仮称）は全ての都道府県、市町村の事務を処理するため、例えば警察事務について

も特別市（仮称）の区域とそれ以外の区域に分割することとなるが、その場合、組織犯罪等の

広域犯罪への対応に懸念がある。 

○ さらに、特別市（仮称）は全ての道府県税、市町村税を賦課徴収することとなるため、周辺

自治体に対する都道府県の行政サービスの提供に影響するという懸念もある。 

○ 大都市地域特別区設置法の対象区域と同様に人口 200万以上とするなど、一定以上の人口の

指定都市に対象を限定する必要がある。 

 ○ まずは、都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進め、実質的に特別市

（仮称）に近づけることを目指すこととし、特別市（仮称）という新たな大都市のカテゴリー

を創設する場合の様々な課題については、引き続き検討を進めていく必要がある。 

 

３ 三大都市圏域の調整 

○ 三大都市圏においては、社会経済的に一体性のある圏域（例えば通勤・通学 10％圏）の広が

りは、市町村のみならず都道府県の行政区域も超えているが、地方ブロックほどの広がりとは

なっていない。例えば交通体系の整備や防災対策といった圏域における共通した行政課題に関

する連絡調整や、そのような行政課題に関する圏域全体の計画策定を行うための協議会等の枠

組みを設けるべきかどうかについて引き続き検討する必要がある。 

○ その際、どのような行政課題についての調整を行うべきか、九都県市首脳会議や関西広域連

合といった既存の任意の枠組みが果たしている役割との関係をどうするかといった点につい

てさらに検討する必要がある。 

○ 仮に新たな枠組みを設ける場合には、圏域計画の実効性を担保するための尊重義務を構成団
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体に課すことや、国との調整を図るために、必要に応じて、国の関係行政機関に対して、職員

の出席及び説明並びに必要な資料の提出を求めることができるようにすることなどについて

も検討する必要がある。 

 

○ 第 30 次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」

（平成 25年６月 25日総理手交）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第 31 次地方制度調査会第１回専門小委員会資料（平成 26年５月） 
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○ 地方自治法の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省ホームページ 
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４ 指定都市の区に関する事項に係る検討結果報告書（「まとめ」抜粋） 

  （平成 27（2015）年 11月 30日大都市行財政制度特別委員会委員長から市会議長に報告） 

第３ まとめ 
第３０次地方制度調査会の答申を踏まえた地方自治法の一部改正は、平成２８年４月に施行される。区の

事務所が分掌する事務については条例で定める等の見直しが行われた同法の改正に当たって、総務大臣から

各指定都市市長並びに各指定都市議会議長宛てに通知が発出され、「区の事務所が分掌する事務を定める条例

については、単に現在、区の事務所が分掌している事務を機械的に規定するのではなく、どのような区のあ

り方がふさわしいか十分検討した上で立案する必要があること。また、指定都市の議会においても、条例の

制定について議決する際には、どのような区のあり方がふさわしいか十分に議論することが重要である」と

された。 

これを受け、横浜市会においては、議長から当委員会委員長宛てに「指定都市の区に関する事項の検討に

ついて」が発出された。 
このような経過から、当委員会において検討を行ってきたところである。 
今回、これまでの委員会における真摯な議論を踏まえ、本報告書のとおり、当委員会の考え方をまとめた。

本報告書は、地方制度調査会における大都市制度の議論を経て、地方自治法が改正された趣旨も踏まえ、区

のあり方に関して、理念も含め内容を整理したものである。 
区の事務所が分掌する事務を定める条例については、今後、市民・文化観光・消防委員会での審査に場を

移すこととなるが、市当局における条例案の検討並びに市民・文化観光・消防委員会における条例案の審査

等に際しては、将来的な特別自治市への移行を念頭に、次の点を考慮するよう求める。 
 
１ 区役所の基本的な役割・機能について 

本市の区役所のあり方としては、より一層の区役所の機能強化を図っていく必要があることから、区役

所の基本的な役割・機能については次の点で整理すべきである。 
① 住民に最も身近な総合行政機関として、区民生活に密着した行政サービスを迅速かつ的確に提供

すること 
② 地域の特性に応じた区行政を推進すること 
③ 地域協働を総合的に支援すること 

また、区長の位置づけについては、公選職ではない前提のもと、市長の指揮監督を受け、条例・規則等

に基づく分掌事務を掌理することを基本に整理すべきである。 
 
２ 住民自治の強化について 

区役所が把握した課題やニーズについては、区が自ら完結できないものもあるため、区と局が連携して、

市として一体的に対応し、総合力を発揮していくための方策を充実させていくことが必要であることから、

区長が局長や市長・副市長に対して提案や意見を述べる機会や、地域の課題をこれまで以上に解決してい

くことができるような仕組みを確立することが必要である。 
また、区行政の推進に当たっては、区役所の分掌事務や事務権限をどのようにしていくかという課題だ

けでなく、二元代表制を踏まえ、その事務権限等の内容に応じて区選出の市会議員による民主的なチェッ

ク機能を高めるなど、住民自治の強化を進めていくことが必要である。 
議会基本条例において規定している区づくり推進横浜市会議員会議のあり方を含め、議会側として、区

におけるガバナンスについて、検討していく必要がある。 
 
３ 総合区制度について 

区の事務所が分掌する事務を定める条例を制定する平成２８年４月のタイミングで性急に結論を出すの

ではなく、総合区制度については、引き続き、議論を継続すべきである。 
 

４ 大都市制度（「特別自治市」制度）について 
本市が目指す「特別自治市」制度については、制度の早期実現を目指し、当委員会においても継続的に

議論し、実現を目指していかなければならない。 
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５ 世界の都市の分野別総合ランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPCI 
「世界の都市総合力ランキング」（Global Power City 

Index, GPCI）は、国際的な都市間競争において、人や

企業を惹きつける“磁力”は、その都市が有する総合的

な力によって生み出されるという考えに基づき作成さ

れたものである。GPCI では、世界の主要都市の「総合

力」を経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交

通・アクセスの 6 分野で複眼的に評価し、順位付けし

ている。GPCI は、順位そのものだけでなく、ランキン

グの構成要素を分析することで、変わりつつある世界

の中で、各都市がどのような強みや弱み、課題を有して

いるのかを詳細に把握することができる。 

※数字は各分野の順位 

出典：一般財団法人 森記念都市戦略研究所、世界の都市

総合力ランキング 2021年版を基に横浜市が作成 

人口データは総務省統計局「世界の統計２０２１」、 

アメリカセンサス局ホームページ、欧州連合統計局 

ホームページ、チューリッヒ市ホームページ、バン 

クーバー市ホームページから引用 
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６ 諸外国の大都市制度 

諸外国の大都市において、横浜特別市制度と同じように、市を一層制の自治体とし、区は非自治体（行

政区）と位置づけている都市にはニューヨーク、パリ、ハンブルクなどがある。 

ニューヨークでは、区長は直接公選であるが、区委員会（区選出市議会議員、各コミュニティ委員長

がメンバー）の議長を兼ねる仕組みになっている。パリでは、区長は区議会議員の中から区議会の互選

で選出されており、各区議会に当選した議員のうち名簿における上位３分の１が市議会議員を兼務して

いる。ハンブルクでは区議会が区長を推薦し、市参事会が任命している。 

また、トロントのように、複数の選挙区を区域とし、各選挙区選出の市議会議員がメンバーとなるコ

ミュニティ・カウンシルを市議会の委員会として設置することにより、住民自治の制度的強化を行って

いる事例もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 パリ 

（フラン

ス） 

ハンブルク 

（ドイツ） 

ニューヨーク 

（アメリカ） 

トロント 

（カナダ） 

ロンドン 

（英国） 

仁川 

（韓国） 

人 口 約 221万人

（2015） 

約 184万人

（2019） 

約 854万人

（2016） 

約 299万人

（2020） 

約 814万人

（2011） 

約 294万人

（2019） 

位置付け 県とコミュ

ーンの機能

を併有する、

憲法上、特別

な地位を有

する地方自

治体 

都市州（州、

郡・市の機能

を併有） 

シティとカウ

ンティの機能

を併有 

広域自治体

と基礎自治

体が合併し

た団体 

グレーター・

ロンドン・オ

ーソリティ

ー（GLA） 

※ロンドン

全体を広域

的に担う地

方政府 

（機能は極

めて限定的） 

広域自治体

（基礎自治

体の事務の

一部も処理） 

長及び 

議会 

市長（議会で

互選） 

議会（直接公

選） 

市長（議会が

選出） 

議会（直接公

選） 

市長（直接公

選） 

議会（直接公

選） 

市長（直接公

選） 

議会（直接公

選） 

市長（直接公

選） 

議会（直接公

選） 

市長（直接公

選） 

議会（直接公

選） 

区の 

位置付け 

 

非自治体 

（20区） 

非自治体 

（７区） 

非自治体 

（５区） 

 

― 基礎自治体

（ロンドン

区（32区）と・

シティ・オ

ブ・ロンド

ン） 

基礎自治体

（８区） 

長及び 

議会等 

○区長：区議

会で互選 

○区議会：

2017 年に一

部区議会が

統合され、17

議会。各区議

会に当選し

た各党派の

議員のうち、

名簿におけ

る上位３分

の１が市議

会議員兼務 

○区長：区議

会が推薦し、

市参事会が

任命 

○区議会：直

接公選 

○区長：直接

公選 

○区委員会：

区選出市議会

議員、各コミ

ュニティ委員

長がメンバー

で議長は区長 

○コミュニ

ティ・カウン

シル：市内を

４つの区域

に分け、市議

会の一委員

会として設

置。区域内選

出市議会議

員がメンバ

ー 

○区長：直接

公選又はリ

ーダーと内

閣制 

○区議会：直

接公選 

○区長：直接

公選 

○区議会：直

接公選 

 出典：第 30 次地方制度調査会第 10 回専門小委員会資料、自治体国際化協会（2020）「フランスの地方自治－平成 29 年（2017

年）改訂版－」、自治体国際化協会（2022）「ドイツの地方自治（概要版）―2021改訂版―」、自治体国際化協会（2021）
「ニューヨーク州地方政府ハンドブック（第７版）」、自治体国際化協会（2010）「巨大都市トロントの成立」、自治体

国際化協会（2020）「英国の地方自治（概要版）―2019改訂版―」、自治体国際化協会（2006）「GLAの現状と展望」、

自治体国際化協会（2015）「韓国の地方自治－2015 年改訂版－」、総務省統計局「世界の統計 2022」を基に作成 



 

63 

諸外国の大都市における区の比較表 

 

 

 

出典：第 30次地方制度調査会第 10回専門小委員会資料、横浜市ホームページ、自治体国際化協会（2021）「ニューヨーク州

地方政府ハンドブック（第７版）」、ニューヨーク市ホームページ、自治体国際化協会（2020）「フランスの地方自治－
平成 29年（2017 年）改訂版－」、自治体国際化協会パリ事務所ホームページ、パリ市ホームページ、日本建築学会大

会学術講演梗概集「パリにおける近隣住区評議会による都市保全に関する研究」、トロント市ホームページ、公益財団

法人日本都市センター「ドイツにおける都市経営の実践」、自治体国際化協会（2022）「ドイツの地方自治（概要版）

―2021 改訂版―」、ハンブルク市ホームページ、総務省統計局「世界の統計 2022」を基に作成 

横浜市 ニューヨーク市 トロント市 パリ市 ハンブルク市

人口 約377万人（2022） 約854万人（2016） 約299万人（2020） 約221万人（2015） 約184万人（2019）

面積 約435㎢ 約785㎢ 約630㎢ 約105㎢ 約755㎢

行政区の数 18区 ５区 20区 ７区

市：議員数 86人 51人 25人 163人 123人

区：議員数 527人 357人

区民の代表
が区行政を
民主的に

チェックす
る仕組み

市長・市議
会（選出方
法、任期）

区長・区議
会（選出方
法、任期）

市長
公選（任期４年）

市議会
公選（任期４年）

区長 非公選

区づくり推進

横浜市会議員会議

当該区選出議員

市長
公選（任期４年）

市議会
公選（任期４年）

区長
公選（任期４年）

区委員会

コミュニティ委員会

住民（半数はコミュニ

ティ地区を代表する市

議会議員から指名を受

け区長により任命され

た者）

市長
公選（任期４年）

市議会
公選（任期４年）

コミュニティカウンシル

各地区選出議員

市長
議会互選（任期６年）

市議会 （任期６年）

区議会選挙の上位当選者が兼務

区長
議会互選（任期６年）

区議会
公選（任期６年）

近隣住区評議会

区議会議員

住民 市民団体

市長
議会互選（任期５年）

市議会
公選（任期５年）

区長
区議会が推薦、市参事会が任命

区議会
公選（任期４年）

（任期６年）

地域委員会

区議会議員

住民
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７ 横浜市に移譲された主な事務権限 

 

■法改正による事務権限の移譲 

  ＜横浜市に移譲された主な事務権限等（平成 24 年度以降＞ 

法律 主な事務権限等 施行期日 

第２次地方分権一括法 

（平成 23 年成立） 

区域区分等に係る都市計画の決定 H24.4.1 

特定非営利活動法人の設立認証等 

 ※横浜市は、H22.4 に条例による事務処理の特例により県から移譲済 
H24.4.1 

第３次地方分権一括法 

（平成 25 年成立） 
市街地再開発事業における事業認可等 H26.4.1 

第４次地方分権一括法 

（平成 26 年成立） 

県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定、学級編制基

準の決定（税財源も移譲） 
H29.4.1 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域

マスタープラン）に関する都市計画の決定 
H27.6.4 

自家用有償旅客運送の登録・監査等 

（国から希望する市町村へ移譲） 

H27.4.1 
（横浜市は 

H28.1.4 に移譲） 

難病の患者に対する 

医療等に関する法律 

（平成 26 年成立） 

都道府県が行うとされている事務を、大都市特例により指定

都市が処理 

（特定医療費の支給に要する費用の支弁等） 

H30.4.1 

第５次地方分権一括法 

（平成 27 年成立） 

農地転用許可に関する事務権限 

（農林水産大臣が指定した市町村への移譲） 

H28.4.1 
（横浜市は

H28.11.1 

から運用開始） 

火薬類の製造許可等 H29.4.1 

高圧ガスの製造許可等 H30.4.1 

第６次地方分権一括法 

（平成 28 年成立） 

地方版ハローワークの創設 

国と地方自治体による雇用対策の一体的実施 
H28.8.20 

第７次地方分権一括法 

（平成 29 年成立） 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等 

 ※横浜市は H27.４に条例による事務処理の特例により県から移譲済み 
H30.4.1 

災害救助法の一部を 

改正する法律 

（平成 30 年成立） 

大規模災害時の応急救助の実施 

（内閣総理大臣が指定する救助実施市への移譲） 

H31.4.1 
（横浜市は

H31.4.1 

救助実施市に 

指定） 

第 10 次地方分権一括法 

（令和２年成立） 
軌道経営者に対する運輸開始の認可等に係る事務・権限 R4.4.1 
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８ 指定都市に移譲されていない事務 

 

都道府県の事務のうち指定都市に移譲されていない主な事務 

 

  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

1 保育士試験・登録 
児童福祉法第１８条の８、第

１８条の１８等 
○     

2 介護支援専門員の登録 介護保険法第６９条の２等 ○     

3 

介護サ－ビス事業者※の業務管理体制の報告

の受理・命令等 

※全ての事業所等が一の都道府県の区域内にある

介護サ－ビス事業者（全ての事業所が一の市町村

の区域内にある指定地域密着型サ－ビス事業等の

みを行う事業者を除く） 

介護保険法第１１５条の３２

～第１１５条の３４等 
○ ○ ○ 

4 介護サ－ビス情報の公表 
介護保険法第１１５条の３５

等 
○     

5 都道府県介護保険事業支援計画の策定 介護保険法第１１８条等 ○     

6 国民健康保険組合の設立認可 国民健康保険法第１７条等       

7 
市域を越え、都道府県の区域内で事業を行う

社会福祉法人の設立認可 

社会福祉法第３０条、第３１

条等 

      

8 都道府県福祉人材センタ－の指定 社会福祉法第９３条等 ○     

9 

指定障害福祉サ－ビス事業者等※の業務管理

体制の報告の受理・命令等 

※全ての事業所等が一の都道府県の区域内にある

指定障害福祉サ－ビス事業者等（全ての事業所が

一の市町村の区域内にある特定相談支援事業のみ

を行う事業者を除く） 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第５１条の２～第５１条

の４、第５１条の３１～第５

１条の３３等 

○ ○ ○ 

10 都道府県障害福祉計画の策定 

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律第８９条等 

○ 

    

11 特別児童扶養手当の受給資格の認定 
特別児童扶養手当等の支給に

関する法律第５条等 
○ ○ 

  

第 30次地方制度調査会答申別表（平成 25年６月） 
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  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

12 都道府県老人福祉計画の策定 老人福祉法第２０条の９等 ○     

13 
幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

の認定 

就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第３条等 

※就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法

律（平成２４年法律第６６号）に

よる改正後 

○ ○ 

  

14 婦人相談所の設置 売春防止法第３４条等 ○ ○   

15 医療計画の策定 医療法第３０条の４等 ○     

16 病院の開設許可 医療法第７条等 ○ ○ ○ 

17 地域医療支援病院の承認 医療法第４条等 ○   ○ 

18 精神科病院の設置 
精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第１９条の７等 
○ 

    

19 臨時の予防接種の実施 予防接種法第６条等 ○     

20 結核に係る定期の健康診断の実施の指示 

感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律

第５３条の２等 

○ ○ 

  

21 

流域下水道の設置・管理 

（市町村は都道府県と協議の上、設置・管理

が可能） 

下水道法第２５条の２等 

      

22 浄化槽工事業者の登録 浄化槽法第２１条等 ○     

23 

飲食店営業等に関する公衆衛生上の施設基準

の策定 

（指定都市は必要な制限を付加する基準の策

定が可能） 

食品衛生法第５１条等 

（地方自治法施行令第１７４条

の３４等） 

○ 

    

24 特定毒物の製造許可 
毒物及び劇物取締法第３条の

２等 
○ ○ ○ 
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  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

25 
麻薬取扱者及び向精神薬取扱者（一部）の免

許 

麻薬及び向精神薬取締法第３

条、第５０条等 
○ 

    

26 
職業能力開発大学校・障害者職業能力開発校

等の設置 

職業能力開発促進法第１５条

の６、第１６条等 
○ ○ 

  

27 都市計画基礎調査の実施 都市計画法第６条等 ○     

28 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に

関する都市計画の決定 

都市計画法第１５条第１項第

１号、第８７条の２等 
○ 

    

29 都市計画事業（一部）の施行認可 都市計画法第５９条等 ○   ○ 

30 市街地再開発事業（一部）の施行等の認可 都市再開発法第７条の９等 ○ ○ ○ 

31 防災街区整備事業（一部）の施行等の認可 

密集市街地における防災街区

の整備の促進に関する法律第

１２２条等 

○ ○ ○ 

32 都市計画区域の指定 都市計画法第５条等 ○     

33 
空港・上下水道等の広域的に決定すべき都市

施設に係る都市計画の決定 

都市計画法第１５条第１項第

２号～第７号、第８７条の２、

令第４５条等 

○ 

    

34 土地利用基本計画の策定 国土利用計画法第９条等 ○     

35 土地取引の規制区域の指定 国土利用計画法第１２条等 ○ ○   

36 指定区間内の一級河川の管理 河川法第９条、令第２条等 ○ ○   

37 二級河川の管理 河川法第１０条等 ○ ○   

38 直轄区域以外の砂防設備の管理 砂防法第５条等 ○     

39 直轄区域以外の海岸保全区域等の管理 海岸法第５条等 ○ ○   
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  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

40 公有水面の埋立免許 公有水面埋立法第２条等 ○ ○ ○ 

41 地すべり防止区域の管理 地すべり等防止法第７条等 ○     

42 急傾斜地崩壊危険区域の指定 
急傾斜地の崩壊による災害の

防止に関する法律第３条等 
○ ○   

43 解体工事業者の登録 
建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律第２１条等 
○ 

    

44 農用地区域内における開発行為の許可 
農業振興地域の整備に関する

法律第１５条の２等 
○ ○ ○ 

45 農林物資製造業者等への立入検査等 

農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律第１

９条の１４、第２０条、第２３

条、令第１２条等 

○ ○ ○ 

46 農地（４ｈａ以下）の転用許可 農地法第４条等 ○ ○ ○ 

47 農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可 農地法第１８条等 ○ ○ ○ 

48 

農業振興地域整備基本方針の作成 

農業振興地域の指定 

市町村が定める農用地利用計画の同意 

農業振興地域の整備に関する

法律第４条、第６条、第８条等 
○ 

    

49 地域森林計画の策定 森林法第５条等 ○     

50 民有林の開発行為の許可 森林法第１０条の２等 ○   ○ 

51 保安林の指定（一部）・管理 
森林法第２５条の２、第３４

条等 
○     

52 

市町村立小中学校等の学級編成基準の決定 

市町村立小中学校等の職員の給与等の負担 

県費負担教職員定数の決定 

公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関

する法律第３条、市町村立学

校職員給与負担法第１条、地

方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４１条等 

○ ○ 
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  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

53 市町村立高等学校等の設置認可 
学校教育法第４条第１項第２

号等 
○     

54 私立幼稚園の設置認可 
学校教育法第４条第１項第３

号等 
○     

55 私立小学校・中学校・高等学校等の設置認可 
学校教育法第４条第１項第３

号等 
○     

56 学校法人（一部）の設立認可 
私立学校法第４条、第３０条

等 
○     

57 博物館の登録 博物館法第１０条等 ○ ○   

58 

史跡名勝天然記念物の仮指定 

重要文化財等の管理に係る技術的指導等 

政府が補助金を交付する重要文化財の管理等

に係る指揮監督 

文化庁長官等に提出すべき書類等の経由事務 

文化財保護法第３５条、第１

１０条、第１８４条、第１８７

条、第１８８条、令第５条等 

○ ○ 

  

59 
商工会議所の定款変更の認可（一部）、事業

状況等の報告の受理・警告等 

商工会議所法第４６条、第５

７条～第５９条、第８４条、令

第７条等 

○ ○ ○ 

60 
全国団体以外の商工会・商工会議所等の基盤

施設計画・連携計画の認定 

商工会及び商工会議所による

小規模事業者の支援に関する

法律第５条、第１８条、第２２

条の２、令第２条等 

○ 

  

○ 

61 一般旅券の発給申請受理・交付 旅券法第３条、第８条等 ○ ○ ○ 

62 
砂利採取計画の認可 

岩石採取計画の認可 

砂利採取法第１６条、採石法

第３３条等 
○ ○ ○ 

63 高圧ガスの製造・貯蔵許可 
高圧ガス保安法第５条、第１

６条等 
○ ○ ○ 

64 火薬類の製造（一部）・販売・消費許可 

火薬類取締法第３条、第５条、

第２５条、第５６条の２、令第

１６条等 

○ ○ ○ 

65 災害時の応急救助の実施 災害救助法第２条等 ○     
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  事      務 根拠条文 
※

１ 

※

２ 

※

３ 

66 防衛大臣への自衛隊の災害派遣の要請 自衛隊法第８３条等 ○     

67 市町村消防の支援のための航空消防隊の設置 消防組織法第３０条等       

68 都道府県警察の設置 警察法第３６条等       

69 道路における交通の規制 道路交通法第４条等 ○     

70 公害健康被害の補償給付 
公害健康被害の補償等に関す

る法律第４条等 
○ 

    

71 第一種フロン類回収業者の登録 

特定製品に係るフロン類の回

収及び破壊の実施の確保等に

関する法律第９条等 

○ 

    

72 工業用水の採取許可 工業用水法第３条等 ○ ○ ○ 

73 
ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定、対

策計画の策定 

ダイオキシン類対策特別措置

法第２９条、第３１条等 
○ ○ 

  

 

※１  指定都市及び指定都市を包括する道府県に対して行われた事務の移譲に関する意向調査

（平成２４年１０月～平成２５年２月）において賛否の回答があったもののうち、３分の

２以上の指定都市が移譲に賛成とした事務 

※２  同調査において賛否の回答があったもののうち、３分の２以上の指定都市を包括する道府

県が移譲に賛成とした事務 

※３  地方自治法第２５２条の１７の２に基づく条例による事務処理の特例により、一以上の指

定都市に移譲されている事務 

 

 

 

 

※第 30 次地方制度調査会答申以降、令和４年 12月現在までに移譲されている事務もあります。 

 

 

 

  

出典：第 30 次地方制度調査会答申別表（平成 25 年６月） 
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９ 横浜市中期計画 2022～2025（原案）（「大都市制度」抜粋） 
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